
議案第５２号 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年１０月２６日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則  

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則（平成２６年東京都板橋区教育委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「特に必要があると認める児童」の次に「」」を加え、「第

６条第２項」を「第６条第２号」に改め、同項第１号を削り、同項第２号中

「実施校の小学校」を「あいキッズを実施する小学校の」に改め、「「特別支

援学校」という」の次に「。」を加え、同号を同項第１号とし、同項第３号を

同項第２号とし、同条第２項中「もの」を「児童」に改める。 

第５条を次のように改める。 

 第５条 削除 

第７条第１項中「利用を希望する月の前月２０日」を「指定された期日」に

改め、「までに、」の次に「あいキッズ入退室システム又は」を加える。 

第９条中「あいキッズを利用する児童」を「あいキッズの利用者」に改める。 

第１０条中「１月以上」の次に「きらきらタイムの」を加え、「あいキッズ

利用休止届」を「あいキッズきらきらタイム利用休止届」に、「あらかじめ」

を「利用を休止する月の前月末日までに」に改める。 

第１１条「きらきらタイム利用者が、」を「あいキッズの利用者が、さんさ

んタイム又は」に改め、「（別記第１１号様式）を」の次に「利用を辞退する

月の」を加える。 

第１５条第３項中「前項」を「条例第１２条の規定」に改める。 

第１６条第１項中「あいキッズ」の次に「きらきらタイム」を加える。 

第１７条を次のように改める。 

（利用料の減免） 



第１７条 条例第１４条に規定する利用料を減額又は免除する場合は、次のと

おりとする。 

（１） 利用者の保護者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保

護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付を受けて

いる者であるとき 免除   

（２） 利用者の保護者が、利用年度において住民税非課税者又は学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１９条に基づく就学援助受給者であるとき 

減額 

 （３） その他教育委員会が特に必要があると認めるとき  減額又は免除 

２ 条例第１４条に規定する利用料を減額する額は、次のとおりとする。 

 （１） きらきらタイム利用者のうち、午後５時から午後６時まで利用する者  

６００円 

（２） きらきらタイム利用者のうち、午後５時から午後７時まで利用する者   

１，２００円 

（３） きらきらタイム利用者のうち、土曜日を利用する者 ３００円 

第１８条第１項中「前条」を「条例第１４条」に改める。 

第１９条第１項第１号中「１ヶ月」を「１月」に改め、同条第２項中「前項」

を「条例第１５条ただし書き」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

第１９条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要ないと認めた場合は、あいキ

ッズ利用料還付申請書の提出を省略することができる。 

別表労働の項中「１２日以上の労働」の次に「（１日につき２時間以上のも

のに限る。）」を加え、同表心身障がいの項中「又は」を「、」に改め、「４

度」の次に「又は精神障害者保健福祉手帳１級から３級」を加える。 

別記第１号様式から別記第２０号様式を次のように改める。 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あいキッズ記入欄

〒

（方） 号室

□
□

連絡順

　【転居・転入予定がある場合のみ記入】

　さんさんタイム　一般（出欠・時間管理無し。）

　さんさんタイム　オレンジ（就労等に伴う１・2年生が対象。出欠・時間管理有り。）

　きらきらタイム　Ａ区分　17:00～18:00　【月額2,700円】

　きらきらタイム　Ｂ区分　17:00～19:00　【月額3,900円】

　きらきらタイム　Ｃ区分　8:00～8:30（学校休業日のみ）　【無料】

　きらきらタイム　Ｄ区分　16:30～17:00（10月～2月のみ）　【無料】

　きらきらタイム　Ｓ区分　土曜日 8:00～18:00　【日額700円】

　※さんさんタイムを希望する場合は、記入は以上です。きらきらタイムを希望する場合は、裏面もご記入ください。

利用者の様子（健康状態、生活に不安があること、アレルギーの種類、発達状態、疾病、障がいなどについて詳しく記入してください。）

家
族
構

成
・
緊
急
連
絡

先

氏　名（フリガナ） 続柄 同居 就労 日中の連絡先

 ※　さんさんタイムまたはきらきらタイムの登録申請をする（している）兄弟姉妹をご記入ください。申請書は１人１枚必要です。
氏名（フリガナ） 学年 区分 学年 区分氏名（フリガナ）

自宅・携帯等

自宅・携帯等

　身体障害者手帳・愛の手帳
　・精神障害者保健福祉手帳

の有無 有　　・　　無 　（新１年生のみ）
　現在通園している

　幼稚園又は保育園名アレルギーの有無 有　　・　　無

　　　　　　　　　　　　　　小学校　　　　　年利用者
の氏名

男 女
私立

生年月日 　　　　年　　　　　月　　　　　日生
特別支援学級
特別支援教室

 に通う場合チェックしてください(内定含む）

（フリガナ）

保護者

電　話 　　　　　　　（　　　         )

　　　　　　　　　　　　あいキッズを利用したいので、下記のとおり利用登録・利用申請します。

フリガナ 性　別
　４月１日からの
小学校・新学年

区立

（宛先）板橋区教育委員会 こどもコード

住　所
（申請時現在）

区　　　　　　　　　　町　　　　丁目　　　　番　　　　号　

第１号様式(第３条関係） 　　　　　　　　　年 　　　　月　　　 　日

あいキッズ利用登録申込書兼利用申請書
学校No. 学年 個人No.

勤務先等の
名称・電話 電話　　　　　　　　　　　　　　内線

勤務先等の
名称・電話 電話　　　　　　　　　　　　　　内線

自宅・携帯等

勤務先等の
名称・電話 電話　　　　　　　　　　　　　　内線

 ※入退室システム（入退室・緊急時の連絡など）の登録手順書をあいキッズから配付しますので、ご登録をお願いします。

自宅・携帯等

勤務先等の
名称・電話 電話　　　　　　　　　　　　　　内線

転居・転入予定日 　　年　　　　　月　　　　　日

転居・転入後の住所

　（１）希望する利用区分にチェックをしてください。きらきらタイムの場合は、希望する全ての時間帯にチェックを
　　　してください。

さんさん
 さんさん

きらきら きらきら



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（２）　利用期間　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　から　　令和　７　年　３　月　３１　日　まで

　

　

　※経路及び所要時間について、確認させていただく場合があります。

　■きらきらタイム利用申請の方のみ記入してください。

　（３）　利用を希望する理由 （該当する理由に○印を。両親で理由が異なる場合には、複数可）

　　　　１　就労　  　　２　疾病・心身障がい  　　　３　看護・介護　  　　４　その他（　　     　　　　　　　　　　　　　　　）

　※理由が、就労・就学・通院・介護等の場合は、勤務先・学校・病院等から自宅までの経路及び所要時間を記入してください。
　　 利用区分を審査する際は、就労証明書等の添付書類と下記の所要時間の合計時間で審査します。

※　申請書提出後、申請書の内容に変更がある場合には、直ちにあいキッズへ連絡してください。

※　申請いただいた内容は学校と情報共有させていただきます。

※　必要があるときは、生活の様子を、現在の通園・通学施設に伺わせていただきます。

保護者氏名

片道　　　　　　時間　　　　　分

保護者氏名

片道　　　　　　時間　　　　　分

※　緊急時の帰宅方法について
　　　学校が緊急時の対応として平常と異なる下校になった場合、さんさんタイムオレンジ及びきらきらタイムの児童は、学校
　　　からあいキッズへ下校します。その後、保護者の方のお迎えが必要です（緊急連絡先に氏名のある方がお迎えに来る
　　　ことも可能です）。
　　　さんさんタイム一般の児童は、学校からの集団下校です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第３条関係） 就労証明書
宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

　

　 （ ）

年 月 日

3 年 月 日 ～ 年 月 日

　

　 ( )

分 （うち休憩時間 分）

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

年 月 日 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

11 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13

14

追加的記載項目欄

9 育児休業の取得
※取得予定を含む

6

期間

～

年月

合計時間

産前･産後休業の取得
※取得予定を含む

10

時間／月

保育士等としての勤務実態の有
無

備考欄

復職（予定）年月日

産休・育休以外の休業の
取得

期間

理由

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

主な就労時間帯
・シフト時間帯

主な就労時間帯
・シフト時間帯

日／月

時間

日／月 日／月
7

8

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

期間

就労時間
(変則就労の場合)

土曜

日祝

業種1

2
フリガナ

本人氏名

雇用の形態5

4

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

合計
時間

項目

名称

本人就労先事業所

記載欄

記載者連絡先

住所

生年
月日

所在地

電話番号

担当者名

西暦

板橋区教育委員会

事業所名

代表者名

一月当たりの就労日数 月間

就労時間
(固定就労の場合) 平日

年月

就労日数 日

年月

時間

一週当たりの就労日数

時間／月

月間

時間／月

週間

漁業 鉱業・採石業・砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業 運輸業・郵便業 卸売業・小売業 金融業・保険業 不動産業・物品賃貸業

学術研究・専門・技術サービス業 宿泊業・飲食サービス業 生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス事業 公務 その他

無期 有期

正社員 パート・アルバイト 非常勤・臨時職員派遣社員 契約社員 会計年度任用職員

内職 その他

月 火 水 木 金 土 日 祝日

取得予定 取得中

復職予定 復職済み

取得予定 取得中

農業･林業

月間 週間

自営業主

取得済み

有 無

月間 週間

電車・バス徒歩・自転車のみ その他

取得予定 取得中

家族従業者 業務委託自営業専従者

自動車

役員

有（予定）

取得予定 取得中 取得済み 介護休業 病休 その他（                          ）



 

  

 

年 月 日

（宛先）板橋区教育委員会

申立者（保護者）

あいキッズ利用申請にあたり、下記の内容に相違ないことを申し立てます。

□ １．就労内定者の場合（内定証明書の添付が必要です。）

就労証明書が発行されない為、就労証明書に替えて下記のとおり就労予定状況を申し立てます。

なお、あいキッズ利用開始月の月末までに、就労証明書を提出します。

□ ２．疾病の場合（診断書の添付が必要です。写し可。発行日より3か月以内。）

□ ３．心身障がいの場合（手帳の写しの添付が必要です。手帳の写しが無い場合は、診断書等を添付してください。）

第３号様式（第３条関係）
　　　　　　　　申　　立　　書

入院・通院・
療養期間

自宅療養
通院
入院

年　  　　 　月　　　   　日　から　　　　 　  　　年　　 　　  　月　　  　　日   

症状・状態

電話 　　　　　（　　　　　）

片道 時間 分

月　火　水　木　金　土　日

月　火　水　木　金　土　日

　　　　　　  時　　　　　分　から　　　　　時 　　　　分

手帳なし 障がいの程度（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

通院の場合 　　　　　　  時　　　　　分　から　　　　　時 　　　　分

病院名

□居宅内で常時臥床、精神性疾患又は感染性疾患により、１か月以上の療養を必要とする。
□１月につき１２日以上の通院を１か月以上必要とする。

身体障害者手帳　　　級　・　愛の手帳　　　度　・　精神障害者保健福祉手帳　　　級

週　　　　日又は月　　　　日

週　２０日又は月　　日日又は月 日　　年　　　月　　　日 から　　　年　　　月　　　日 就労日数

病名

□１か月以上の入院を必要とする。

通院場所までの所

要時間
片道　　　　時間　　　分

手帳あり

氏名

住所

　備考

雇用期間

就労時間
月　火　水　木　金　土　日 　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

月　火　水　木　金　土　日 　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

電話 　　　　　（　　　　　）

就労先等の
名称

就労先等の
住所

通勤時間



 

 

□ ４．看護・介護の場合（看護・介護対象者の診断書、手帳の写し、介護保険被保険者証の写しの添付が必要です。）

□ ５．就学又は技術習得の場合（在学証明書、入学許可証の写し、時間割等の添付が必要です。）

□　あいキッズの利用時点での時間割等を添付します。

□　現在の時間割等を添付します。あいキッズの利用時点での時間割等は、後日改めて提出します。

□ ６．PTA活動又は町会・自治活動等の場合

申立者が上記のとおり活動していることを証明いたします。

□ ７．その他の場合

電話 　　　　　（　　　　　）

居宅外での
活動時間

月　火　水　木　金　土　日

月　火　水　木　金　土　日

通学時間

活動内容

片道　　　　時間　　　分
看護・介護場所

までの所要時間

活動場所までの所

要時間
片道　　　　 時間　　 　分

居宅外での
看護・介護の

状況

週　　　　 日又は月　　　　　日

片道　　　　時間　　　分

　　年　　　月　　　日 から　　　年　　　月　　　日 通学日数 週　　 　日又は月　 　　日

就学等の
状況

月　火　水　木　金　土　日

所属名称

学校名

所在地

　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

月　火　水　木　金　土　日 　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

通学期間

同居

看護・介護対
象者氏名

月　火　水　木　金　土　日

月　火　水　木　金　土　日

週　　　　日又は月　　　　日

□１月につき１２日以上、居宅外で、看護又は介護を行っている。
□１か月以上居宅内において、常時看護又は介護を行っている。

申立者との続柄（　　　　　　　　）

　備考

病名又は
症状等

保護を必要とする理由

保護を必要とする期間 年　　　　　月　　　　　日　から　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

時　間
月　火　水　木　金　土　日 　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

月　火　水　木　金　土　日 　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

代表者　役職・氏名

　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　分

別居



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　第６号様式(第８条関係） 　　　 　　　 　年 　　　　月　　　 　日

※あいキッズ記入欄

　　（宛先）板橋区教育委員会

〒

（方） 号室

　　　　　年　　　　　月　　　　　日生

【区分変更】 ※利用する区分が変わる場合にご記入ください。

【転　籍】 ※利用するあいキッズが変わる場合にご記入ください。

【変更事項】 ※変更箇所がある場合のみご記入ください。

　※裏面もご確認ください。

◎転籍希望日　　　　　年　　　　月　　　　日

◎利用区分
　□利用区分は現在の利用区分に変更ありません。
　□利用区分も変更します。※上記の区分変更欄に記入が必要です。

新
（変更後）

現在の
利用区分

　□ 【A区分】17：00～18：00　　　□ 【C区分】  8：00～8：30
　□ 【B区分】17：00～19：00　　　□ 【D区分】16：30～17：00
　□ 【S区分】  8：00～18：00

現在の利用
承認期間

小あいキッズ

在籍していたあいキッズ名

小あいキッズ

転籍するあいキッズ名

◎転籍を希望する理由
　□転居・転校のため
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

旧
（変更前）

利用者
の氏名

生年月日

利用期間利用区分（利用するすべての区分にチェックしてください。）

　□ 【A区分】17：00～18：00　　　□ 【C区分】  8：00～8：30
　□ 【B区分】17：00～19：00　　　□ 【D区分】16：30～17：00
　□ 【S区分】  8：00～18：00

年　　月　　日　　から

年　　月　　日　　まで

変更後

年　　　月　　　日　　から
年　　　月　　　日　　まで

性　別 小学校名・学年 　　　　　　　　　　　　　　小学校　　　　年

男 女

□特別支援学級
□特別支援教室

 に通う場合チェックしてください(内定含む）

　身体障害者手帳・愛の手帳
　精神障害者保健福祉手帳

の有無 有　　・　　無

フリガナ

住　所
（申請時現在）

電　話

（フリガナ）

保護者

あいキッズ利用状況変更申請書（区分変更・転籍）
学校No. 学年 個人No.

　　　　　　　（　　　         )

　　　　　　　　　　　　

　　　　　下記のとおりあいキッズの利用状況を変更します。

こどもコード

区　　　　　　　　　　町　　　　丁目　　　　番　　　　号　

　◎変更年月日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

変更事項
　□住所　　　□氏名　　　□保護者氏名　　　□保護者電話番号　　　□家族構成（氏名・続柄・同居・その他）
　□緊急連絡先（氏名・電話番号）　　　□勤務状況 （※就労証明書の提出が必要となる場合があります。）
　□雇用期間更新　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新
（変更後）

旧
（変更前）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経路及び所要時間について、確認させていただく場合があります。

　※必要があるときは、生活の様子を、現在の通園・通学施設に伺わせていただきます。
　※申請いただいた内容は学校と情報共有させていただきます。
　※申請書提出後、申請書の内容に変更がある場合には、直ちにあいキッズへ連絡してください。

　　　学校が緊急時の対応として平常と異なる下校になった場合、さんさんタイムオレンジ及びきらきらタイムの児童は、学校
　　　からあいキッズへ下校します。その後、保護者の方のお迎えが必要です（緊急連絡先に氏名のある方がお迎えに来る
　　　ことも可能です）。
　　　さんさんタイム一般の児童は、学校からの集団下校です。

　※緊急時の帰宅方法について

保護者氏名

片道　　　　時間　　　　分

※勤務先等の変更に伴い、新たに就労証明書を提出される場合は、勤務先から自宅までの経路及び所要時間を記入
　　してください。利用区分を審査する際は、就労証明書等の添付書類と下記の所要時間の合計時間で審査します。

保護者氏名

片道　　　　時間　　　　分



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０号様式（第１０条関係） 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都板橋区あいキッ

ズ条例施行規則に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものについて

は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

（提案理由） 

こども家庭庁より、就労証明書の標準的な様式の原則使用について通知があ

った。 
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東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 ○東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 

平成26年１月９日東京都板橋区教育委員会規則第１号 平成26年１月９日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

  

第１条（略) 第１条（略) 

（あいキッズの利用者） （あいキッズの利用者） 

第２条 条例第６条第１号に規定する「特に必要があると認める児童」及び

条例第６条第２号に規定する「特に必要があると認めるもの」とは、次の

各号に掲げる者とする。 

第２条 条例第６条第１号に規定する「特に必要があると認める児童 及び

条例第６条第２項に規定する「特に必要があると認めるもの」とは、次の

各号に掲げる者とする。 

削る (１) あいキッズを実施する小学校（以下「実施校」という。）以外の板 

橋区立小学校の特別支援学級に在籍する児童 

(１) あいキッズを実施する小学校の区域内に居住する、板橋区立小学校 

以外の小学校、学校教育法（昭和22年法律第26号）で規定する各種学 

校（我が国に居住する外国人をもっぱら対象として教育を行うもの。 

以下「各種学校」という。）及び特別支援学校（以下「特別支援学校」 

という。）に在籍する児童   

(２)        実施校の 小学校区域内に居住する、板橋区立小学校 

以外の小学校、学校教育法（昭和22年法律第26号）で規定する各種学 

校（我が国に居住する外国人をもっぱら対象として教育を行うもの。 

以下「各種学校」という。）及び特別支援学校（以下「特別支援学校」 

という ）に在籍する児童  

（２）（略） （３）（略） 

２ 条例第６条第２号に規定する「保護者の労働等により、家庭においてき

らきらタイムに適切な保護を受けることができない児童」とは、同居の保

護者が別表の利用基準のいずれかに該当する児童とする。 

２ 条例第６条第２号に規定する「保護者の労働等により、家庭においてき

らきらタイムに適切な保護を受けることができないもの」とは、同居の保

護者が別表の利用基準のいずれかに該当する児童とする。 

第３条から第４条まで（略) 第３条から第４条まで（略) 

 （利用の不承認） 

第５条 削除 第５条 条例８条第１号に規定する「疾病その他の事由により、集団生活に

適さないと認められるとき。」とは、利用時間内に投薬などの医療行為を

行わなければならないときとする。 

第６条（略） 第６条（略） 

（土曜日の利用） （土曜日の利用） 
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改正後 改正前 

第７条 きらきらタイム利用者のうち、土曜日の利用を希望する者は、指定

された期日までに、あいキッズ入退室システム又は別に定める様式により、

利用希望日及び利用希望時間を教育委員会に提出しなければならない。 

第７条 きらきらタイム利用者のうち、土曜日の利用を希望する者は、利用

を希望する月の前月20日までに、        別に定める様式により、

利用希望日及び利用希望時間を教育委員会に提出しなければならない。 

２ (略) ２ (略) 

第８条（略） 第８条（略） 

（保護者の届出事項） （保護者の届出事項） 

第９条 あいキッズの利用者の保護者は、その住所、連絡先その他保護者の

状況に変更があったときは、速やかにあいキッズ申請事項変更届（別記第9

号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

第９条 あいキッズを利用する児童の保護者は、その住所、連絡先その他保

護者の状況に変更があったときは、速やかにあいキッズ申請事項変更届（別

記第9号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

（利用の休止） （利用の休止） 

第10条 きらきらタイム利用者が、１月以上きらきらタイムの利用を休止し

ようとするときは、あいキッズきらきらタイム利用休止届（別記第10号様

式）を利用を休止する月の前月末日までに教育委員会に提出しなければな

らない。 

第10条 きらきらタイム利用者が、１月以上        利用を休止し

ようとするときは、あいキッズ       利用休止届（別記第10号様

式）を           あらかじめ教育委員会に提出しなければな

らない。 

（利用の辞退） （利用の辞退） 

第11条 あいキッズの利用者が、さんさんタイム又はきらきらタイムの利用

を辞退しようとするときは、あいキッズ利用辞退届（別記第11号様式）を

利用を辞退する月の前月末日までに教育委員会に提出しなければならな

い。 

第11条 きらきらタイム利用者が、        きらきらタイムの利用

を辞退しようとするときは、あいキッズ利用辞退届（別記第11号様式）を           

         前月末日までに教育委員会に提出しなければならな

い。 

第12条から第14条まで（略) 第12条から第14条まで（略) 

（利用の制限） （利用の制限） 

第15条第1項から第2項まで（略） 第15条第1項から第2項まで（略） 

３ 教育委員会は、条例第12条の規定により利用を制限するときは、あいキ 

ッズ利用制限通知書（別記第15号様式）により通知する。 

３ 教育委員会は、      前項により利用を制限するときは、あいキ 

ッズ利用制限通知書（別記第15号様式）により通知する。 

第4項から第5項まで（略） 第4項から第5項まで（略） 

（利用料の徴収方法） （利用料の徴収方法） 

第16条 条例第13条に規定する月曜日から金曜日までの利用料は、きらきら

タイムの利用日数にかかわらず、利用する月の末日（金融機関の休業日に

第16条 条例第13条に規定する月曜日から金曜日までの利用料は、きらきら

タイムの利用日数にかかわらず、利用する月の末日（金融機関の休業日に
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改正後 改正前 

あっては、その直後の営業日）までに、口座振替の方法により、当月分を

納付しなければならない。ただし、第10条に規定するあいキッズきらきら

タイム利用休止届を提出した場合には、利用しなかった月分の利用料は徴

収しない。 

あっては、その直後の営業日）までに、口座振替の方法により、当月分を

納付しなければならない。ただし、第10条に規定するあいキッズ        

   利用休止届を提出した場合には、利用しなかった月分の利用料は徴 

収しない。 

２から３まで（略）  ２から３まで（略）  

（利用料の減免） （利用料の減免） 

第17条 条例第14条に規定する利用料を減額又は免除する場合は、次のとお

りとする。 

（１） 利用者の保護者が生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護 

を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国 

後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付 

を受けている者であるとき 免除 

第17条 条例第14条に規定する利用料を    免除する場合は、     

       

     利用者の保護者が生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護 

を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国 

後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付 

を受けている者であるときとする。 

 

（２） 利用者の保護者が、利用年度において住民税非課税者又は学校教

育法（昭和22年法律第26号）第19条に基づく就学援助受給者であると 

き 減額 

２ 条例第14条に規定する利用料を減額する場合は、次のとおりとする。 

（１） 利用者の保護者が、利用年度において住民税非課税者又は学校教      

 育法（昭和22年法律第26号）第19条に基づく就学援助受給者であるとき。 

（３）その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 減額又は免除 (２) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。 

２ 条例第14条に規定する利用料を減額する額は、次のとおりとする 

(１) きらきらタイム利用者のうち、午後５時から午後６時まで利用する者 

600円 

(２) きらきらタイム利用者のうち、午後５時から午後７時まで利用する者 

1,200円 

(３) きらきらタイム利用者のうち、土曜日を利用する者 300円 

３ 条例第14条に規定する利用料を減額する額は、次のとおりとする 

(１) きらきらタイム利用者のうち、午後５時から午後６時まで利用する者 

600円 

(２) きらきらタイム利用者のうち、午後５時から午後７時まで利用する者 

1,200円 

(３) きらきらタイム利用者のうち、土曜日を利用する者 300円 

（利用料の減免手続） （利用料の減免手続） 

第18条 利用者が条例第14条の規定により利用料の減額又は免除を受けよ 

うとするときは、あいキッズ利用料減額免除申請書（別記第17号様式）を 

教育委員会に提出しなければならない。 

第18条 利用者が前条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとす 

るときは、あいキッズ利用料減額免除申請書（別記第17号様式）を教育委 

員会に提出しなければならない。 

２（略） ２（略） 
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改正後 改正前 

（利用料の還付） （利用料の還付） 

第19条 条例第15条ただし書に規定する利用料の全部又は一部を還付するこ

とができる特別の理由及び還付金額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 自然災害等、きらきらタイム利用者又はその保護者の責めに帰さ 

ない理由により、１月以上にわたりきらきらタイムの利用ができなか 

ったとき。 利用できなかった月分の利用料 

第19条 条例第15条ただし書に規定する利用料の全部又は一部を還付するこ

とができる特別の理由及び還付金額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 自然災害等、きらきらタイム利用者又はその保護者の責めに帰さな 

い理由により、１ヶ月以上にわたりきらきらタイムの利用ができな 

かったとき。 利用できなかった月分の利用料 

（２）（略） （２）（略） 

２ 条例第15条ただし書の規定により利用料の還付を受けようとする者は、 

あいキッズ利用料還付申請書（別記第20号様式）を教育委員会に提出しな 

ければならない。 

２ 前項の規定により利用料の還付を受けようとする者は、あいキッズ利用 

料還付申請書（別記第20号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要がないと認めた場合は、あ

いキッズ利用料還付申請書の提出を省略することができる。 

追加 

  

第20条（略）  

付 則（令和 年 月 日東京都板橋区教育委員会規則第 号） 追加 

１ この規則は、公布の日から施行する。  

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都板橋区あいキ 

ッズ条例施行規則に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものに 

ついては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

同居の保護者の利用基準 同居の保護者の利用基準 
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改正後 改正前 

 

 

同居の保護者の状態 

労働 １月につき12日以上の労働（１日につき

２時間以上のものに限る。）、かつ、条

例第５条第１項第２号に規定するきら

きらタイムの実施時間において、１月に

つき１日以上の労働（通勤時間を含む。）

を要する場合 

疾病 （略） 

心身障がい 身体障害者手帳１級から４級、愛の手帳

１度から４度又は精神障害者保健福祉

手帳１級から３級を有する場合 

看護・介護 （略） 

就学又は技術習得  

ＰＴＡ活動、ＮＰＯ活動、

町会・自治会活動、学校

支援活動等 

（略） 

その他 （略） 

 

  

同居の保護者の状態 

労働 １月につき12日以上の労働       

             、かつ、条

例第５条第１項第２号に規定するきら

きらタイムの実施時間において、１月に

つき１日以上の労働（通勤時間を含む。）

を要する場合 

疾病 （略） 

心身障がい 身体障害者手帳１級から４級又は愛の

手帳１度から４度          

        を有する場合 

看護・介護 （略） 

就学又は技術習得  

ＰＴＡ活動、ＮＰＯ活動、

町会・自治会活動、学校

支援活動等 

（略） 

その他 （略） 
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改正後 改正前 

第１号様式（第３条関係） 第１号様式（第３条関係）（区保管用） 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/28 

改正後 改正前 

第２号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第３条関係） 
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改正後 改正前 

第３号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式（第３条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第４号様式（第４条関係） 第４号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12/28 

改正後 改正前 

第５号様式（第４条関係） 第５号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13/28 

改正後 改正前 

第６号様式（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６号様式（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/28 

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15/28 

改正後 改正前 

第７号様式（第８条関係） 第７号様式（第７条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16/28 

改正後 改正前 

第８号様式（第８条関係） 第８号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17/28 

改正後 改正前 

第９号様式（第９条関係） 第９号様式（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/28 

改正後 改正前 

第10号様式（第10条関係） 第10号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/28 

改正後 改正前 

第11号様式（第11条関係） 第11号様式（第10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/28 

改正後 改正前 

第12号様式（第12条関係） 第12号様式（第11条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/28 

改正後 改正前 

第13号様式（第13条関係） 第13号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22/28 

改正後 改正前 

第14号様式（第14条関係） 第14号様式（第13条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23/28 

改正後 改正前 

第15号様式（第15条関係） 第15号様式（第14条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/28 

改正後 改正前 

第16号様式（第15条関係） 第16号様式（第14条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/28 

改正後 改正前 

第17号様式（第18条関係） 第17号様式（第17条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/28 

改正後 改正前 

第18号様式（第18条関係） 第18号様式（第17条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27/28 

改正後 改正前 

第19号様式（第18条関係） 第19号様式（第17条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28/28 

改正後 改正前 

第20号様式（第19条関係） 第20号様式（第18条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


